
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
      2007年 

１０月２日 №９８０例会 
 

         『会員卓話』宮澤宏君  テーマ「戦時下の話」 

担当：プログラム委員会 
 

１． 点鐘 
２． 国家斉唱「君が代」 
３． ロータリーソング「奉仕の理想」 
４． 四つのテスト…職業奉仕委員会 
５． 会員慶祝☆結婚記念日…【サファイア婚】佐々木治君 37.10.15 

    ☆一年間 100％出席…久保田和彦君 
６． ビジター紹介 
７． 会長挨拶 
８． 幹事報告 
９． 出席報告 
10．ニコニコ BOX及び米山記念奨学会、ロータリー財団 
11．委員会報告 
12．本日の行事≪会員卓話≫ 
13．点鐘 
 

◇文書受信のご案内 

① ［Rotary International］………………………………………………第９９回国際大会について 
② ［（財）ロータリー米山記念奨学会］……………………米山月間用資料送付・理事長交代の件 
③ ［ロータリーの友事務所］………………………………………「友」インターネット速報№304 
④ ［松本空港ロータリークラブ］…………… 第１５回インターアクト地区大会報告書送付の件 
⑤ ［地区世界社会奉仕委員長］……………………………………………… ＷＣＳニュース第３号 
⑥ ［飯田国際交流推進協議会］………………………飯田国際交流の夕べ 10／2（火）19：00～ 
 

◇例会変更のご案内は後ページ 

◇平成 19年 10月の飯田東ＲＣの例会案内 

1. 10／9 981 (夜間)米山奨学生卓話            担当＝米山記念奨学会委員会 
        金涛さん(中国 信大農学部博 3) カウンセラー後藤晃様(天竜川ＲＣ) 

2. 10／16 982 地区大会報告                    担当＝会長・幹事 
 

 
－ 本日のMenu － 

松茸飯・肉じゃが・しじみ汁・香の物 

月

本日の行事 

米

例 会      

間奉業 仕 月山 ・ 

場所＝シルクホテル 
点鐘＝12：30pm 

お 知 ら せ 

職 間
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前例会記録 －Ｎｏ.９７９－9月 25 日（第 4火曜） 

◇会長挨拶 

バイオ燃料Ⅲ 
宮古島の場合 
国産バイオエタノールの実験場となっている沖縄・宮古島で「農家にはマイナスばかり、絶対

反対だ」とバイオエタノールの本格導入を巡ってゆれています。宮古島では面積の半分以上がサ

トウキビ畑です。 
 政府はサトウキビから砂糖を作る過程で生じる副産物の「糖みつ」を使って、島で消費する燃

料を作る事業を 2005 年から始めています。現在、バイオエタノールが 3％混じった燃料を使って
いるのは公用車 300 台限定だが、今年度末には 1,000 台、09 年には島内全ての自動車をバイオエ
タノール燃料で賄う計画です。エタノールの原料にする糖みつは、島外に運んで肥料の原料など

にしていたが、島内では使い道がなかった代物でした。使われていない植物原料から、バイオ燃

料を作る。一見、理想的に思える地産地消の仕組みですが、農家の方は「農家の声がまったく伝

わっていない」と怒りをあらわにしています。 
 実は宮古島のエタノール事業は、現状では二酸化炭素排出削減に貢献していないのです。ガソ

リンをエタノールに代えて削減する分と同じ量の二酸化炭素が、エタノールの製造段階で重油を

燃やすことで排出されているのです。宮古島でのバイオエタノールの製造を、政府から受託して

いる石油販売会社では、製糖過程で出るサトウキビの搾りかすを、重油に代わる燃料として使い

たい意向です。エタノール先進国のブラジルの燃料工場では、生産コストや二酸化炭素排出量の

削減のため、搾りかすの燃料への活用が一般的です。 
 だが、宮古島では搾りかすは、これまで農家が堆肥に加工して畑に還元してきた貴重な資源な

のです。宮古島の農地は、石灰質で養分が少なく、農家にとって、搾りかすを使って作った堆肥

は、島の農業には欠かせない有機肥料なのです。食のために使うのか、燃料にするのか。バイオ

燃料市場の盛り上がりは、これまでの農業が築き上げてきた「食」の循環モデルを揺さぶってい

ます。 
 「世界の穀倉地帯が、米国の自動車所有者のための燃料タンクに変えられつつある」5月下旬に
都内で講演した環境問題のシンクタンク、米アースポリシー研究所所長のレスター・ブラウン氏

はこう警鐘を鳴らしました。「穀物の食品としての価格が、燃料としての価格よりも低い場合、市

場は穀物をエネルギー利用に向かわせる」からです。ブラウン氏が期待する解決策は、日本が先

行する自動車技術です。「米国の自動車を今後 10 年間で、すべてハイブリット車に置き換えれば、
ガソリン消費量を半分に減らすことができる」と説いています。 
 
 

◇幹事報告 
1. 年次報告書が出来上がりましたので本日配布させていただきます。 
2. ロータリーレート１０月から１㌦＝１１６円です。 
3. 「田中芳男の胸像制作等を願う市民会議」募金のお願いが来ております。 
4. イブラヒム先生の講演が延期になっていましたが、10／4、４時より下農にて開催されることにな
りました。今回はＪＩＭ－ＮＥＴスタッフの西村陽子さんの講演を行います。是非多勢の会員の

ご参加をお願い致します。さつき会へも通知を送付致します。 
5. 10／7地区大会出席の方よろしくお願い致します。当日の朝出発はシルクホテル前を6：00ａｍ、 
下農を6：10です。 

6. 次期ガバナー補佐は当クラブの伊藤清文さんに決定致しました。 
7. 本日例会終了後理事役員会を開催致しますのでよろしくお願い致します。 
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◇出席報告 

会員総数 出席計算数 欠席者 出席率 メークアップ 欠席 訂正出席率

28 19 3 84.2% 5 0 100%

本日の例会 前々例会

 
 

本日の欠席者 蒲祐正君 竹村英二君 細川仁司君 

［出席免除欠席者］松下英一君 中田忠夫君 石田一実君、伊藤清文君、林隆夫君 

【本日のビジター0名】 

 本日のニコニコＢＯＸの合計は 29,000円。累計 311,000円です。 

本日のロータリー財団ＢＯＸの合計は 0円。累計 11,000円です。 

本日の米山記念奨学会ＢＯＸの合計は 0円。累計は 9,000円です。 

 

◇例会変更 

ロータリー名 変更日 曜日 理由 メーク場所 

     

 
 

◇ニコニコボックス 

―（飯田東ＲＣ）― 
宮嶋逸雄君：・“暑さ寒さも彼岸まで”と言いますが、今日の様子ですとまだまだ秋らしい気候

にはほど遠い感じがします。 
・卓話楽しみです。 

片桐信親君：連休中母の実家の千葉に線香を上げに行き覆面パトに捕まってしまいました。 

免停まであと１点でリーチです。気をつけねば……！！ 

小池精治君：３分間卓話、三人三様どんな卓話かな？楽しみに。 

森澤勝志君：本日の３分間卓話、矢澤昭彦さん、伊藤篤さん、久保田久次さん 

お話しを楽しみにしています。 

涼しい季節になり、気持ちのいい生活が出来るようになりました。 

  伊藤篤君：“会議所の仕事を終えて”と言う事でお話しをします。 

ちょっと時間オーバーになるかも？ 

久保田和彦君：三分間卓話を楽しみに。 

久保田光一君：今日は『中秋の名月』天気も良さそう。ゆっくり月を見ます。 

小林糸子さん：誕生日、家族で祝ってくれるのは嬉しいですが、東京まで出かけるのが体力的に 

大変になりました。今月３回目の上京です。何のための祝いかな？ 

それでも「ありがとう！」と思わなくては。 

 佐々木治君：例会に出席出来なかったが元気でやっています。 

       今月七五三が２つ、結婚式が１つ、初宮（お宮参り）が２５ありました。 

       ３分間卓話を楽しみに。 

  宮澤宏君：矢澤さん、久保田さん、伊藤さん。本日はご苦労様です。 

       卓話を楽しみにしております。 

 矢澤昭彦君：今宵は中秋の名月。月見団子か月見酒をたしなみお月見を楽しむことにします。 

 下田一則君：矢澤会員、伊藤会員、久保田会員の卓話を楽しみにしています。 
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倉澤敏恵さん：我が家の雑然とした小さな庭に異変が…。秋冥菊と藤袴の秋の花の中に山吹と 

れんぎょうの春の花が咲いています。「そりゃあ 住む人に似るんな」と穂刈さん

が言っている声が聞こえてきました。 

久保田久次君：３分間卓話。つたない話で申し訳ありません。 

 後藤高一君：今日は中秋の名月。月を観る余裕があるかなぁ～…！？ 

佐々木寿夫君：用済みの結納品がありましたら１０／２１（日）に白山社で“おたきあげ”をし

ますのでお持ち下さい。 

 古林克己君：先日の早朝例会。一日中快調でした。『蚊』に沢山の血をニコＢＯＸした皆様後遺

症は如何ですか？ 

残暑厳しい折御自愛下さい。 

 武居正憲君：２回目の３連休が終わりました。遠出した方も多いと思いますが 9／21～9／末ま

で「秋の交通安全習慣中」です。くれぐれも事故防止のため交通違反をしないよ

う気をつけましょう。 

 

 

◇本日の行事 『３分間卓話』 久保田久次君、伊藤篤君、矢澤昭彦君 

久保田久次君 

テーマ「レオナルド・ダ・ヴィンチ 最後の晩餐」 
 話題になりましたレオナルド・ダ・ヴィンチの話「ダビンチコード」に因み彼の壁画で有名な

『最後の晩餐』について観てきましたので少しお話しをしたいと思います。 
 イタリア北部の最大都市ミラノに在りますサ

ンタマリア・デレ・グラーツィエ教会の中の食

堂の跡地の壁に描かれています。内部は完全な

空調設備が施されていて１回の鑑賞人数は２０

名限定です。壁画保存の為に照明は暗く少々観

づらかったです。この教会はルネッサンス様式

の建築物で 1465 年～1490 年に掛けてドメニコ
会の修道士達によって建設されプラマンテによ

って完成されました。 
 この壁画はミラノの君主ルウィーコ・スフォルツァイルモーロの依頼により描かれました。キ

リストが彼の使徒達に向かって『汝の一人、我を売らん』と告げる劇的な瞬間を主題として描か

れています。ダ・ヴィンチが使ったのは漆喰の上に白鉛と言う特殊な化合物を塗りつけ、その下

地の上にテンペラ画で絵を描くと言うまったくオリジナルな方法でした。『化学にも通じた万能の

天才ダ・ヴィンチらしい独創的な発想でしたが、それが裏目に出てしまい絵の具が剥がれ落ちや

すくデリケートな絵になってしまった訳です。(パンフレットの説明より)』この絵の独創的なのは
このような技術的な点だけでなく、『最後の晩餐』と言う題材はルネッサンス期に沢山描かれて来

たがダ・ヴィンチの作品では構図の点で前例のない試みがなされているとの事です。何よりも目

に付く特徴は師であるイエスを役人達に売った「裏切り者」ユダが座っている位置だそうです。

ルネッサンス期の画家達はユダをイエスに対しテーブルを挟んで反対側に描いていましたが、

ダ・ヴィンチの『最後の晩餐』ではイエスと使徒達全員を同じテーブル側に描いていてユダの所

だけ暗い影が差し込んでいるようにしています。その意味するところがなんだったかは見る人

個々の感じ方に任されていると言われています。ただこの天才ダ・ヴィンチが何かを見る人に問

いかけている事だけは何となく解るような気がしました。私のような異教徒には深いメッセージ

は解りませんがただ、これが有名な『最後の晩餐』なのだと自分の目で確かめるだけで私達のレ

ベルをはるかに超えた着想を持ち、いつも新たな創造を求めてやまなかった天才レオナルド・

ダ・ヴィンチ画にこめられた本当の意味を理解するには到底至りません。 
 



 - 5 -

 
伊藤篤君 
テーマ「会議所の仕事を終えて」 
 
 平成１３年１１月に会頭に就任し、２期６年を勤めましたが、後継の役員人事もほぼ固まりま

したので１０月末を以って仕事を終えることになりました。 
 ＲＣとのお付き合いは、従って入会の昭和６３年からほぼ２０年間、大変お世話になりました。

商工会議所は「地域総合経済団体」と言われており経済、産業振興、地域問題、社会資本の整備

に提言をすること。また、時には市民の立場で地域の教育、文化、芸術、祭り、あらゆることに

かかわることなど本当に幅の広い役割を担っております。また、行政とはいつも車の車輪として

動いております。会頭はそうした中であらゆる場面でそのトップを努めることになっており、超

多忙でしたが、幸い健康に自信があったので何とか役目を務め終えることが出来ました。 
 印象に残る仕事としては、 
・ 環境ＩＳＯの認証の取得 
・ 飯田信金を核とした中心市街地の再開発 
・ ベイシアの進出阻止 
・ 三遠南信地域交流の促進と道州制問題への提言 
・ 飯田お練りまつりの成功 

などです。 
 飯田商工会議所に残された重要課題としては 
・ 市内経済団体(会議所・商工会)の統合 
・ 商工会議所会館の建てかえ 

がありますが、それぞれに道筋をつけることが出来ました。願うところは、この地域が経済的に

発展し、本当に住みよい南信州として伸びてゆくことです。 
 
 
矢澤昭彦君 

テーマ「新たな高齢者医療制度について」 
医療制度改革法に基づき、超高齢化社会を展望した新たな医療保険制度体系が実施される。 
平成 20年 4月から新たな高齢者医療制度が創設（後期高齢者医療制度の創設、後期高齢者の医療
費にかかる財政調整）されることが法律で定められて、実施に向けて準備がすすめられている。 
75 歳以上の後期高齢者（約 1300 万人）を対象に独立した後期高齢者医療制度を創設し、後期高
齢者からも保険料を徴収し、現行の各医療保険（国保、健保）からの支援と公費により、後期高

齢者の特性に応じた医療サービスを提供するというもの。運営は全市町村が加入する都道府県単

位の広域連合による。 
このたびの参議院選での自民党の敗北や、総裁選後の自公連立の継続のために出てきた議論によ

れば、後期高齢者医療制度見直しや、70歳～74歳の窓口負担の引上げの凍結が問題となっている。 
 

医療費の窓口負担割合の変更案 

 
 
←ここが問題となっている。 

年齢区分 現 行 20年 4月～
70歳未満 ３０％ ３０％ 
70～74 １０％ ２０％ 
70～74 現役並所
得 

３０％ ３０％ 

75歳～ １０％ １０％ 
75 歳～現役並所
得 

３０％ ３０％ 


